
愛川北部病院 

 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）運営規程 

 

【運営規程設置の趣旨】 

第１条 医療法人社団福寿会が開設する愛川北部病院（以下「当事業所」とする）におい

て実施する訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションまた医

療保険における訪問リハビリテーション（以下「訪問リハビリテーション等」と

する）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

【事業の目的】 

第２条 

１ 介護保険における訪問リハビリテーションは、要介護状態（介護予防訪問リハビリテ

ーションにあっては要支援状態）と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に

従って、訪問リハビリテーション計画を立て実施し、心身機能の維持回復を図ること

を目的とする。 

２ 医療保険における訪問リハビリテーションは、在宅での療養を行っており、疾病、傷

病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な方へ、医師の診療に基

づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問を行い、訪問リハビリテーショ

ン計画を立て、心身機能の維持回復を図ることを目的とする。 

 

【運営の方針】 

第３条  

１ 当事業所では、訪問リハビリテーション等計画に、理学療法、作業療法及び言語療法

その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利

用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅

ケアの支援に努める。 

２ 訪問リハビリテーション等は、病状が安定しており、診察に基づき実施される計画的

医学管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困

難な利用者に対して行うものとする。 

３ 当事業所では、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）、その他保険医療福祉サ

ービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サ

ービス提供を受けることができるよう努める。 

４ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意

を得て実施するように努める。 



５ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護・医療サービス

の提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供について

は、前以て書面にて利用者又はその代理人の了解を得ることとする。 

 

【事業所の名称及び所在地等】 

第４条 名称所在地等は次のとおりとする。 

(１) 名称 愛川北部病院 

(２) 開設年月日 平成 21年 5月 １日 

(３) 所在地 神奈川県愛甲郡愛川町角田 281番地の 1 

(４) 電話番号 046-284-2121 FAX番号 046-284-2345 

(５) 管理者名      木村 徹 

(６) 責任者       成井 裕介 

(７) 介護保険事業所番号 1411600469 

 

【従業者の職種、員数】 

第５条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の

定めるところによる。 

職種 資格 常勤 非常勤 備考 

管理者 医師 １名 ０名 病院と兼務 

理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士 

理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士 

５名 ０名  

【従業者の職務内容】 

第６条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次の通りとする。 

（１） 管理者兼医師は、病院に携わる従業者の統括管理、指導を行う。医師は、利用者

の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（２） 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき検温、血圧測定

等の医療行為を行なうほか、医師と共同してリハビリテーション実施計画書を作

成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

 

【営業日及び営業時間】 

第７条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

（１）営業日：月曜日～金曜日。但し、国民の祝日、12月 30日～1月 3日までを除く。事

業所のやむをえない都合等により提供が困難な場合は曜日を限定して提供すること

がある。 

（２）営業時間：8時 45分～17時 30分 

 



【訪問リハビリテーション及び介護訪問リハビリテーションの内容】 

第８条 訪問リハビリテーションの内容は、次の通りとする。 

（１）訪問リハビリテーションの内容は、通院が困難な利用者に対して計画的な医学的管

理を行っている医師の指示に基づき、心身の機能回復を図るため、リハビリテーシ

ョンの目標と具体的なサービス内容を記載した訪問リハビリテーション計画書を作

成するとともに、訪問リハビリテーション計画の療養上必要な項目について利用者

又はその家族に対して、指導又は説明を行うとともに、適切なリハビリテーション

を提供する。 

（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は訪問日、提供したリハビリテーション内

容等を診療記録に記載する。 

 

【訪問リハビリテーション等利用料金】 

第９条   

１ 訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、

そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合

に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料について

は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。 

２ 介護予防訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の

額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の

負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料

については指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。 

３ 医療保険による訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、医療保険診

療報酬告示上の額とし、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受け

るものとする。 

４ 利用料金の支払いについては、現金または口座振替のどちらかを選択するものとする。 

５ 予定日のサービス利用をキャンセルされる場合は、キャンセルの判断がついた時点で

連絡をしていただくこととし、可能であれば訪問日の変更を検討いたします。 

６ 訪問当日連絡なくキャンセルされた場合、やむを得ない理由を除き当日の基本料金分

を実費での徴収とする。 

 

【通常業務の実施地域】 

第１０条 

通常の訪問区域の範囲については、厚木市の一部、愛甲郡愛川町全域の区域とする。 

なお、相模原市の一部地域においては利用状況に応じて対応を検討する。 

 

 



【緊急時における対応方法】 

第１１条 

１ 事業所は、訪問リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変、

その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速や

かに主治医に連絡し、指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに管理者へ報告す

る。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業所は、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合

は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を

するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとす

る。 

４ 事業者は、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

【苦情処理】 

第１２条 

１ 事業所は、訪問リハビリテーションの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業所は、提供した訪問リハビリテーションに関し、市町村が行う提示の求め又は当

該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力すると

ともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行うものとする。 

３ 事業所は、提供した訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

【個人情報の保護】 

第１３条 

１ 事業所は、利用者又は家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い

のためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 

２ 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護・医療サービス

の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利

用者又は家族の同意を予め得るものとする。 

 

 



【虐待防止に関する事項】 

第１４条 

１ 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じることとする。 

 （１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

 （２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

 （３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 事業所はサービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者による虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

 

【その他運営に関する重要事項】 

第１５条 

１ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団福寿会愛川北部

病院と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 


